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規 則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成26年９月17日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第70号

　　　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

　　　条例施行規則の一部を改正する規則

　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則（平成12年川崎市規則第128号）の一部を次のように

改正する。

　別表第15の１, １－ジクロロエチレンの項中「0.02ミ

リグラム」を「0.1ミリグラム」に改める。

　　　附　則

　（施行期日）

１ 　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２ 　改正後の規則別表第15の規定は、この規則の施行の

日（以下「施行日」という。）以後に行われる第70条

第１項に規定する調査（以下「調査」という。）につ

いて適用し、施行日前に行われた調査については、な

お従前の例による。

３ 　前項の規定にかかわらず、施行日前に行われた調査

の結果により処理対策が必要となった土壌のうち施行

日において処理対策が終了していないものに係る当該

調査については、改正後の規則別表第15の規定を適用

する。

　　　───────────────────

　川崎市子ども・子育て支援法施行細則をここに公布す

る。

　　平成26年９月29日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第71号

　　　川崎市子ども・子育て支援法施行細則

　（趣旨）

第 １条　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。

以下「法」という。）の施行については、法、子ども・

子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）、子ど

も・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44

号。以下「府令」という。）その他別に定めるものの

ほか、この規則の定めるところによる。

　（定義）

第 ２条　この規則で使用する用語の意義は、法で使用す

る用語の例による。

　（労働時間に係る要件）

第 ３条　府令第１条第１号の規定により市が定める時間

は、１月において16日以上かつ１日当たり４時間以上

労働する場合の労働時間とする。

　（保育必要量の認定に係る区分）

第 ４条　保育必要量の認定の申請を行う小学校就学前子

どもの保護者が府令第１条第６号又は第９号に掲げる

事由に該当する場合にあっては、保育必要量の認定

は、保育の利用について、１月当たり平均200時間ま

で（１日当たり８時間までに限る。）とする。

　（委任）

第 ５条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市

民・こども局こども本部長が定める。

　　　附　則

　この規則は、法の施行の日から施行する。

　　　───────────────────

　川崎市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

　　平成26年９月30日

 川崎市長　福　田　紀　彦　　

川崎市規則第72号

　　　川崎市事務分掌規則の一部を改正する規則

　川崎市事務分掌規則（昭和47年川崎市規則第19号）の

一部を次のように改正する。

　第５条の表こども支援部の部こども福祉課の項第１号

中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦

福祉法」に改める。

　　　附　則


